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市町村における協議会運営
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市町村が運営する
協議会について

1

構 成

１ 第二期計画における「協議会」

２ 具体的な協議会の紹介

３ 演習
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第二期計画における
「協議会」

2

権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり
成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策

○ 高齢化が急速に進展する中、地域においては、
・ 銀行預金の払い出しができなくなったり、介護・障害福祉サービスの利用や入院の契約ができないなどその判断能力等の状態や取り巻く生活の
状況により、その人らしく日常生活を送ることができなくなるケース、
・ 虐待や消費者被害など権利侵害を受けており、行政の関与、法的な支援や成年後見制度の利用につなげる必要のあるケースなど
権利擁護支援のニーズが増加。
〇 こうした権利擁護支援ニーズに対応するためには、各地域において、従来の保健・医療・福祉の連携（医療・福祉につながる仕組み）だけで
なく、新たに司法との連携も含めた「権利擁護支援の地域連携ネットワーク」を構築していく必要がある。

民間団体・ＮＰＯ等

金融関係団体

本人
（認知症高齢者）

後見人等

中核機関
（市町村直営又は委託）

弁護士会・司法書士
会・社会福祉士会等※

社会福祉
協議会

地域包括支援センター、
基幹相談支援センター等

民生委員・自治会等
地域関係団体

医療・福祉関係団体等

本人
（障害者）

後見人等

医療機関ケアマネ
ジャー

権利擁護支援チーム

協議会

障害福祉サー
ビス事業者

相談支援
専門員

家族・親族
民生委員

ボランティア

介護サービス
事業者

医療機関

身上保護、
財産管理等

身上保護、
財産管理等

権利擁護支援チーム

共通理解の促進

多様な主体の参画・活躍

機能強化のためのしくみづくり

民生委員
ボランティア

家族・親族

支援機能

家庭裁判所
制度運用・監督機能

※ 地域の実情に応じて、
行政書士会、法テラス、
税理士会、精神保健福祉
士協会等の専門職団体、
消費生活センター、公証
役場等との連携も想定

地域連携ネットワークのコーディネート
を担う中核的な機関や体制
令和６年度末までに全市区町村で設置KPI

設置済み 673自治体（38.7％）

設置済み 935自治体（53.7％）市町村

都道府県

直営又は委託

連携・支援
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地域連携ネットワークの機能
～個別事案における「権利擁護の支援」と「制度の運用・監督」～

○ 地域連携ネットワークが担う機能には、権利擁護支援を行う３つの場面に対応した形で、福祉・行政・法律専門職など多様な主体の
連携による「支援」機能と、家庭裁判所による「制度の運用・監督」機能がある。

「権利擁護支援の地域連携ネットワーク」の機能
福祉・行政・法律専門職など多様な主体の連携による「支援」機能 家庭裁判所による「制度の運用・監督」機能

権
利
擁
護
支
援
を
行
う
３
つ
の
場
面

権利擁護支援
の検討に関す
る場面（成年
後見制度の利
用前）

①「権利擁護の相談支援」機能

•本人・親族、支援関係者からの相談対応、成年後見制度や権利擁護支援の説明
•成年後見制度の利用が必要かどうかなど権利擁護支援ニーズの精査
•成年後見制度の適切な利用の検討や、必要な見守り体制・他の支援へのつなぎ

①「制度利用の案内」の機能
•本人や関係者に対し、申立てなど家庭裁判所の手続を利用
するために必要となる情報提供や、手続の案内（パンフ
レット等による制度の説明、統一書式の提供、ハンドブッ
クやＤＶＤ等各種ツールの充実による手続理解の促進）

成年後見制度
の開始までの
場面（申立の
準備から後見
人の選任ま
で）

②「権利擁護支援チームの形成支援」機能

•権利擁護支援の方針（具体的な課題の整理、必要な支援の内容）の検討
•適切な申立ての調整（市町村⾧申立の適切な実施を含む）
•権利擁護支援を行うことのできる体制づくりの支援（課題解決後の後見人等の交代
も含めた初期方針の検討、適切な後見人等候補者や選任形態の検討・マッチング）

②「適切な選任形態の判断」の機能
•権利擁護支援チームの形成支援機能により示された本人の
意向や、対応すべき課題を踏まえた後見人等の候補者と選
任形態などを含めた各事案の事情を総合的に考慮した後見
人等の適切な選任

成年後見制度
の利用開始後
に関する場面
（後見人の選
任後）

③「権利擁護支援チームの自立支援」機能

•チーム開始の支援（後見人等選任後における支援方針の確認・共有（支援内容の調整、
役割分担）、モニタリング時期やチームの自立に必要なバックアップ期間等の確認）
＜チームによる支援の開始後、必要に応じて＞
•後見人等やチーム関係者などからの相談対応
•チームの支援方針の再調整（支援の調整、後見人等の交代や類型・権限変更の検討、
中核機関や専門職による当該チームへの支援の終結に向けた確認など）

③「適切な後見事務の確保」の機能
•後見人等が行う後見業務（財産管理、身上保護、意思決定
支援のほか、報告書作成等の後見事務手続）の適切な遂行
のため、後見人等への相談対応や助言
•必要に応じた指導や指示、監督処分
•権利擁護支援チームの自立支援機能によって確認された本
人の状況や、後見人等の交代、類型・権限変更の検討や調
整結果などを参考にした適切な交代や選任形態の見直し

○ 各種相談支援機関が、本人や関係者からの相談を受け止め、地域の実情に応じて、
中核機関や専門職と役割分担や連携を行い、権利擁護支援ニーズの確認と必要な支援
へのつなぎを行う機能。

○ 中核機関や関係者が、専門職などと連携して作成した権利擁護支援の方針に基づき、
地域の実情に応じて都道府県等のしくみを活用して、成年後見制度の申立て方法や適
切な後見人候補者を調整しながら、本人を支える権利擁護支援のチーム体制をかたち
づくっていく機能。

○ 中核機関や専門職が、地域の実情に応じて各種相談支援機関などと役割分担し、権
利擁護支援チームが課題解決に向けた対応を適切に行うことができるよう、必要な支
援を行う機能。
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第二期計画における地域連携ネットワークの機能を強化するための取組
～連携・協力による地域づくり～

○ 権利擁護支援を行う３つの場面に応じ、福祉・行政・法律専門職など多様な主体の連携による「支援」機能と、家庭裁判所による
「制度の運用・監督」の機能を適切に果たすため、地域・福祉・行政・法律専門職・家庭裁判所等の地域連携ネットワークの関係者が、
以下の３つの視点（ア～ウ）を持って、自発的に協力して取り組むことが必要である。
（なお、市町村単位では取り組みにくい内容については、都道府県が市町村と連携しながら取り組んでいくことが重要。）

ア:異なる立場の関係者が、各々の役割を理解し、認識や方向性を共有するための「共通理解の促進」の視点
イ:様々な立場の関係者が新たに権利擁護支援に参画し、取組を拡げていくための「多様な主体の参画・活躍」の視点
ウ:多くの関係者が円滑かつ効果的に連携・協力して活動するための「機能強化のためのしくみづくり」の視点

「権利擁護支援の地域連携ネットワークの機能」を強化するための取組
（全国各地で共通して実施することが望ましいもの）

ア 「共通理解の促進」の視点 イ「多様な主体の参画・活躍」
の視点

ウ「機能強化のためのしくみ
づくり」の視点

権
利
擁
護
支
援
を
行
う
３
つ
の
場
面

権利擁護支援の検討に関する場
面（成年後見制度の利用前）
【機能】
①権利擁護の相談支援
①制度利用の案内

• 成年後見制度の必要性など権
利擁護支援についての理解の
浸透（広報を含む）

• 権利擁護支援に関する相談窓
口の明確化と浸透（相談窓口
の広報を含む）

• 地域で相談・支援を円滑につ
なぐ連携強化

• 中核機関と各相談支援機関と
の連携強化

• 各相談支援機関等の連携のし
くみづくり

• 成年後見制度の利用の見極め
を行うしくみづくり

• 成年後見制度以外の権利擁護
支援策の充実・構築

成年後見制度の開始までの場面
（申立の準備から後見人の選任
まで）
【機能】
②権利擁護支援チームの形成支
援
②適切な選任形態の判断

• 選任の考慮要素と受任イメー
ジの共有と浸透

• 都道府県と市町村による地域
の担い手（市民後見人、後見等
実施法人）の育成

• 専門職団体による専門職後見
人の育成

• 後見人等候補者の検討・マッ
チング・推薦のしくみづくり

• 市町村と都道府県による市町
村⾧申立て・成年後見制度利
用支援事業を適切に実施する
ための体制の構築

成年後見制度の利用開始後に関
する場面（後見人の選任後）
【機能】
③権利擁護支援チームの自立支
援
③適正な後見事務の確保

• 意思決定支援や後見人等の役
割についての理解の浸透

• 地域の担い手（市民後見人、後
見等実施法人）の活躍支援

• 制度の利用者や後見人等から
の相談等を受ける関係者（当事
者団体、専門職団体）との連携
強化

• 後見人等では解決できない共
通課題への支援策の構築

• 家庭裁判所と中核機関の適
時・適切な連絡体制の構築

5



- 156 -

権利擁護支援の地域連携ネットワークとは?

〇 権利擁護支援チームとは、権利擁護支援が必要な人を中心に、本人の状況に応じ、本人に身近
な親族等や地域、保健・福祉・医療の関係者などが、協力して日常的に本人を見守り、本人の
意思及び選好や価値観を継続的に把握し、必要な権利擁護支援の対応を行うしくみである。

〇 既存の福祉・医療等のサービス調整や支援を行う体制に、必要に応じ、法律・福祉の専門職や
後見人等、意思決定に寄り添う人などが加わり、適切に本人の権利擁護が図られるようにする。

〇 協議会とは、各地域において、専門職団体や当事者等団体などを含む関係機関・団体が、連携
体制を強化し、これらの機関・団体による自発的な協力を進めるしくみである。

〇 各地域では、成年後見制度を利用する事案に限定することなく、権利擁護支援チームに対し、
法律・福祉の専門職や関係機関が必要な支援を行うことができるように協議の場を設ける。

〇 なお、協議会は、地域の実情や議題等に応じ、個々の市町村単位、圏域などの複数市町村単位、
都道府県単位など階層的に設置する。

〇 中核機関とは、地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関や体制であり、以下
のような役割を担う。

・ 本人や関係者等からの権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け 、必要に応じて専門的助言
等を確保しつつ、権利擁護支援の内容の検討や支援を適切に実施するためのコーディネートを行う役
割

・ 専門職団体・関係機関の協力・連携強化を図るために関係者のコーディネートを行う役割（協議会
の運営等）

〇 中核機関の運営は、地域の実情に応じ、市町村による直営又は市町村からの委託などにより行う。
市町村が委託する場合等の運営主体については、業務の中立性・公正性の確保に留意しつつ、専
門的業務に継続的に対応する能力を有する法人（例えば、社会福祉協議会、ＮＰＯ法人、公益法
人等）を適切に選定するものとする。

○ 地域連携ネットワークとは、現に権利擁護支援を必要としている人も含めた地域に暮らす全ての人が、尊厳のある本人らしい生活を継続し、地域社会
に参加できるようにするため、地域や福祉、行政などに司法を加えた多様な分野・主体が連携するしくみ。

〇 「権利擁護支援チーム」、「協議会」、「中核となる機関（中核機関）」の３つのしくみからなる

-権利擁護支援チーム -

-協議会 -

-中核となる機関 -

協議会

権利擁護支援チーム

中核機関
（市町村直営又は委託）

中核機関が、権利
擁護支援の相談を
受けて、適切な支
援をコーディネー
トするために具体
的な支援を検討・
協議する場

本人や関係者等か
ら、権利擁護支援
等の相談を受け、
権利擁護支援の内
容の検討や支援を
コーディネート

必要な権利擁護支
援の対応を実施。
支援方法等に迷っ
たら中核機関に相
談

①
支
援
方
針
等
の
相
談

②
協
議
会
の
開
催

④
対
応
方
針
の
決
定

③対応方針の
検討・協議

⑤
支
援
方
針
等
の
助
言
、

追
加
支
援
の
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
ト
な
ど

対応困難ケースが
生じた場合の流れ
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重層的支援体制整備事業と成年後見制度利用促進に係る取組の連携について
（令和３年３月３１日付け社援地発0331第３号等通知の概要）

○ 重層的支援体制整備事業と成年後見制度利用促進に関する取組は、地域の多様な主体が連携して地域の課題に取り組
むという共通点を持っており、制度・分野の枠や、「支える側」と「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会
がつながり、障害があってもなくてもすべての住民が、一人ひとりの暮らしと生きがいを、社会全体で支え合いながら、ともに
創っていくという地域共生社会の理念の実現に資するという目的を共有するもの。

○ これらに取り組むことは、本人が社会とのつながりの中で生きがいや役割を持って、安心して暮らしていくことができる環境
の整備や地域づくりにつながるもの。特に、成年後見制度利用促進に係る取組との連携は、司法を加えた権利擁護支援の
効率的・効果的な実施にもつながるもの。

以下のそれぞれについて、基本的な考え方や対応例等を提示
○ 多機関協働事業者と中核機関の連携
○ 重層的支援会議・支援会議における中核機関の積極的な参加等
○ 包括的相談支援事業と成年後見制度利用促進に係る取組の連携
○ アウトリーチ等を通じた継続的支援事業と成年後見制度利用促進に係る取組の連携
○ 参加支援事業と成年後見制度利用促進に係る取組の連携

具体的な連携取組例

○ 連携の効率的・効果的な実施のためには、関係する部局や支援関係機関の相互理解を深めておくことが重要であり、以下
により日常的に意思疎通を図る仕組みを整えることや市町村内で協力体制を構築することを提示
・両者の制度を理解するための研修の実施
・連絡調整担当者の設置
・定期的な事例検討や情報共有の機会の設定など

○ 連携を進める際の留意点として、個人情報について本人からの同意を得ることなどの取扱いを提示

通知の趣旨

連携に当たっての基本的な考え方

7
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重層的支援体制整備事業と成年後見利用促進に係る取組を
一体的に取り組むことの効果（ヒアリング調査からの示唆）

出典：令和２年度厚生労働省社会福祉推進事業「成年後見制度利用促進基本計画における地域連携ネットワークと中核機関の体制整備上の課題分析と効果的手法に
関する調査研究事業」報告書の内容を基に一部加工 8

重層的支援体制整備事業 実施イメージ

○ 相談者の属性、世代、相談内容に関わらず、包括的相談支援事業において包括的に相談を受け止める。受け止めた相談のうち、複雑化・複合化した事例
については多機関協働事業につなぎ、課題の解きほぐしや関係機関間の役割分担を図り、各支援機関が円滑な連携のもとで支援できるようにする。

○ なお、⾧期にわたりひきこもりの状態にある人など、自ら支援につながることが難しい人の場合には、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業により本
人との関係性の構築に向けて支援をする。

○ 相談者の中で、社会との関係性が希薄化しており、参加に向けた支援が必要な人には参加支援事業を利用し、本人のニーズと地域資源の間を調整する。
○ このほか、地域づくり事業を通じて住民同士のケア・支え合う関係性を育むほか、他事業と相まって地域における社会的孤立の発生・深刻化の防止をめ

ざす。
○ 以上の各事業が相互に重なり合いながら、市町村全体の体制として本人に寄り添い、伴走する支援体制を構築していく。

じえん

若年者
支援

教育教育

保健・医療

就労支援

消費者相談消費者相談

場や居場所の機能

日常の暮らしの中での支え合い

コミュニティ
（サークル活動等）

居場所をはじめとする多様な
場づくり

多分野協働の
プラットフォーム

農業
観光

まちづくり
環境

居住支援

地域住民

居場所

地方創生

多文化共生

相談支援機関B

相談支援機関C

相談支援機関A

重層的支援体制整備事業（全体）

世代や属性を超えた相談を
受け止め、必要な機関につな
ぐ

包括的相談支援事業

継続的な伴走による
支援

アウトリーチ等を通じ
た継続的支援事業

つながりや参加の支援。
狭間のニーズにも対応す
る参加支援を強化

参加支援事業

地域づくりをコーディ
ネート

地域づくり事業

中核の機能を担い、
相談支援関係者へ
連携・つなぎ

多機関協働事業新

新

新

重層的支援会議

調整 調整

9
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具体的な協議会の紹介
・青森県鰺ヶ沢町・深浦町の場合
・東京都立川市の場合

10

青森県鰺ヶ沢町・深浦町の場合

11
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運営協議会と協議会

●運営協議会

運営協議会の役割

・地域連携ネットワークについての意見集約の場
・権利擁護支援について研修
・中核機関への要望
・２町の意思疎通の場

社会福祉協議会

行 政

地域包括支援センター

弁護士会・司法書士会・
社会福祉士会等

金融機関
医療・福祉団体

家庭裁判所 中核機関
（権利擁護センター
あじがさわ）

青森県社協

●地域の権利擁護支援・成年後見制度利用促進機能強化に向けて、全体構想の設計とその実現に向けた進捗管理・コー
ディネート等を行う「司令塔機能」
●地域における「運営協議会」を運営する「事務局機能」

広域設置（鰺ヶ沢町・深浦町）し
ていることから事業の進捗状況
や地域の課題抽出の役割

12

運営協議会と協議会

●協議会 本人・後見人

家族・親族

民生委員・ボランティア

金融機関医療機関

介護・福祉サービス事業者

福祉関係者（介護支援専門
員相談支援専門員）

●中核機関が進行管理する
３つの「検討・専門的判断」

●「チーム」
（日常生活圏域における本人支援構
成メンバー）

検討・専門的判断会議

①権利擁護支援の方針についての
検討・専門的判断

②本人にふさわしい成年後見制度
の利用に向けた検討・専門的判断

③モニタリング・バックアップの検
討・専門的判断

弁護士・鰺ヶ沢町役場・深浦町役場・
深浦町社協・鰺ヶ沢町社協

その他協議会での検討内容

・予算について（利用支援事業含む）
・広報啓発の内容について
・受任体制について
・運営協議会の内容について
※行政と社協（中核機関）の情報共有

13
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検討・専門的判断会議

①権利擁護支援の方針についての検討・専門的判断
②本人にふさわしい成年後見制度の利用に向けた検
討・専門的判断
③モニタリング・バックアップの検討・専門的判断

２次相談
窓 口

１次相談
窓 口

・１次相談窓口への助言
・検討・専門的判断会議招集の判断

深浦町
地域包括支援センター

鰺ケ沢町
地域包括支援センター深浦町社会福祉協議会

権利擁護センター
あじがさわ

１次相談窓口・２次相談窓口・弁護士・関係
機関職員・本人他

①権利擁護支援の方針についての検討・
専門的判断により、成年後見制度以外の
対応が必要と判断された場合

①地域あんしん生活保証事業
②日常生活自立支援事業 その他

相談体制の充実

あんしん相談窓口
あじがさわ

相談（１次・２次相談窓口）から検討・専門的判断

14

東京都立川市の場合

15
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東京都立川市 事例紹介 既存のネットワークの活用

本市の特徴は２つあります。

第一に、中核機関を社会福祉協議会と立川市（福祉総務課・障害福祉
課・高齢福祉課）の両輪で担っていく仕組みとしました。

第二に、既存の地域連携ネットワークを活用し、有機的につなげ、「協
議会」としました。

あんしんセンター 立川市

中核機関（事務局）

協議会

成年後見制度利
用促進計画に関
する連絡会

（高齢）
小地域ケア会議 第三者後見人等

連絡会幹事会

高齢者虐待防止
ネットワーク連絡会 （高齢）

地域ケア会議

あんしんセンター
運営協議会

家庭裁判所 東京都

既存の重層的な会議体
の連携による協議会のイ
メージ

本人支援チーム
支援

課題

立川市成年後見制度利用促進計画（R4年～R6年） 16

1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16

参考

17
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個
別
事
例
は
扱
わ
な
い
（
オ
ン
ラ
イ
ン
可
）
本
人
同
意
で
オ
ン
ラ
イ
ン
可

な多多 種 様 動活個 別 援支 や事 例

参考

18

立上げるは易し、継続は難しい

〇中核機関を立ち上げたけれども
何から手をつけたら良いのか
促進計画はあるけど、役割は何か？

まずは、コミュニケーション
月1回の中核機関連携運営会議

成年後見利用促進のためのパンフレット
成年後見制度利用のマニュアル
受任調整会議は「たちかわ流」で開催

19
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２つの取組みについて、
もっと聞かせてもらいましょう

20

なぜ、このような協議会を作ろうと思ったのですか？

• 鰺ヶ沢町社会福祉協議会の場合（メモ欄）

21
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なぜ、このような協議会を作ろうと思ったのですか？

• 立川市の場合（メモ欄）

22

役所と社協の連携や工夫を教えてください。

• 鰺ヶ沢町社会福祉協議会の場合（メモ欄）

23
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役所と社協の連携や工夫を教えてください。

• 立川市の場合（メモ欄）

24

社協の他部署との連携、工夫を教えてください。

• 鰺ヶ沢町社会福祉協議会の場合（メモ欄）

25
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役所内の他部署との連携、工夫を教えてください。

• 立川市の場合（メモ欄）

26

家庭裁判所との連携、工夫を教えてください。

• 立川市の場合（メモ欄）

• 鰺ヶ沢町社会福祉協議会の場合（メモ欄）

27
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演 習

28

中核機関にこのような相談が入っています

• A市は人口8万人。直営地域包括支援センターと社会福祉協議会で、機能
を分担して中核機関を運営しています。

• 本人に身近な支援者への広報が必要と考え、中核機関を始めた当初から、
「ケアマネジャーのための成年後見制度講座」行ってきました。

• この中核機関には、昨年1年間で、このような相談が入っていました。
• ケアマネジャーからは「ご本人は頼れる身寄りが身近にいない。認知症
が進行してきた。そろそろ施設入所が必要だと思うので、成年後見の申
立てをしてほしい」という相談が多い。

• 民生委員からは「〇〇さんの家には督促が来てるけど、誰か弁護士さん
とかいないかな」といった形で相談が始めることが多い。

• 相談支援事業所、医療機関、金融機関からは、全く、相談や問い合わせ
がない。

29
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対応の結果は以下のようになりました

• 相談のあった事案のうちの90パーセントを、成年後見制度につなげまし
た。制度につないだ事案のうちの80パーセントが後見類型でした。

• 後見人に選任された内訳は、弁護士30パーセント、司法書士40パーセン
ト、社会福祉士10パーセント、法人後見15パーセント、市民後見人は5
パーセントでした。

• 専門職については、後見人等候補者の推薦依頼を出しても、推薦まで時
間がかかるようになっています。

• 市民後見人の推薦をして、受任数を増やしたいと考えていますが、「後
見類型のみ、財産がなく、紛争性がない事案のみ、施設入所の事案の
み」と協議会で決めてきたので、推薦できる件数が絞られています。

• 後見人選任後に相談が入った事案は少なく、唯一入ったのは、「〇〇病
院に、『医療同意はできない、一緒に説明を聞くと話したところ、ベッ
ドが満床で入院は受けられない』と断られた」という、専門職後見人か
らの相談でした。

30

考えてみましょう

• 地域課題について話し合う協議会が か月後に迫ってきました。

１．何を目的に、今回の協議会を実施したいと考えますか？
議題をどのように設定しますか？

31
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考えてみましょう

３．次第の案（議事進行の案）を作ってみましょう。

33

考えてみましょう

２．協議会で招集するメンバーを自由に決めることができると仮定して、
どのようなメンバーに声を掛けますか？

32



- 170 -

考えてみましょう

４．どのような資料を準備しますか？

34

考えてみましょう

５．準備の段階で、他にどのような工夫をしますか？

35
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考えてみましょう

６．当日はどのようなことを工夫して進行（の補助）をしますか？

36

ワークの進行について

〇個人ワーク ２分×６回
１～６まで考えて、自分の考えを記入しましょう。

〇グループワーク １５分×２回
グループでどのようなことを考えたか、意見交換をします。
１回目は、１と２について行います。
２回目では、３～６について行います。
※どちらのワークも発表が一巡したら、お互いに質問したり、
良いと思ったところを伝え合いましょう。

〇グループワーク終了後、全体でどのような意見交換が行われたのかを
共有します。

37
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グループワークについて

①この演習では、グループワークを３つ行います
②グループは３～４人に分かれます（運営側でブレイクアウトします）
③最初のグループワークで、１人30秒で自己をしてください
〔紹介内容：市区町村名、所属、氏名、一言挨拶〕

⑤グループの中で、氏名が五十音順で一番早い人に、司会者をお願いします
⑥市区町村名が五十音順で一番早い人に、全体共有で発表者をお願いします

※「ブレイクアウト」中に講師や厚労省・事務局職員などが
全体共有の準備のため、ワークの様子を見に行くことがあります

38

グループワーク メモ欄

39
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グループワーク メモ欄

40

地域で取り組むべき課題をどのように考えるか

＜相談からの分析＞
〇 相談者の内訳から、傾向を分析し、広報の対象を検討する。
〇 相談内容の傾向を分析し、どの時点でどのように相談してほしいの
かを協議会メンバーとも共有し、広報や相談受付の方法を見直す。

〇 相談事案の地域ごとの傾向を分析し、その地域の課題について共有
して、取組みを検討する。

〇 「相談がない」地域、相談者にも目を向ける。
〇 より早期に相談を受け付けられる方が、成年後見制度以外の対応方
法も含めて、本人の選択肢は広がる。

緊急性の高い、後見類型の相談しか入ってこないのであれば、早期の相
談が受けられたのは、どの時点だったか、その時どのような対応方法が
ありえたのかを分析して、地域の支援者と共有する。

41
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地域で取り組むべき課題をどのように考えるか

＜対応からの分析＞
〇 担い手の内訳から、傾向を分析し、持続可能な担い手の育成、支援
を検討する。

〇 担い手の育成、支援については、担い手だけでなく、都道府県や家
庭裁判所とも課題認識を共有する。

＜地域の課題への取り組みを考えるときのポイント＞
〇 課題解決が、すぐには難しい課題がある場合、当面の対応と中⾧期
的に解決する課題を考えてみる。

〇 すべてを市町村、社会福祉協議会、中核機関、今の担い手だけでの
解決を考えるのではなく、新たな理解者、新たな担い手をどう作るか
という視点で考えることも重要。

42

今後の取り組みについて検討しよう

〇あなたの市町村、中核機関でこのような協議会を行えるようにする
ために、これから取り組みたいと思うことは何ですか？
（行えているとしたら、そのポイントはどこにあると思いますか？）

43
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